
 
 

 

 

 

福井市ＰＰＰ／ＰＦＩ導入基本方針 
 

平成２８年１２月 

福 井 市 



目   次 

はじめに  ................................................................... 1 

第１章 ＰＰＰ／ＰＦＩについて  ............................................. 2 

１ ＰＰＰとは  ........................................................... 2 

（１）ＰＰＰの定義  ..................................................... 2 

（２）ＰＰＰ手法の種類  ................................................. 3 

（３）ＰＰＰの効果  ..................................................... 5 

２ ＰＦＩとは  ........................................................... 5 

（１）ＰＦＩの定義  ..................................................... 5 

（２）ＰＦＩの基本理念  ................................................. 6 

（３）ＰＦＩの原則  ..................................................... 8 

（４）ＰＦＩ法による対象施設  ........................................... 8 

３ ＰＦＩの特徴  ......................................................... 9 

（１）従来手法との違い  ................................................. 9 

（２）ＰＦＩ事業における契約構造  ..................................... 1 0 

（３）ＰＦＩ事業形態  .................................................. 11 

（４）ＰＦＩの事業方式  ................................................ 12 

（５）ＰＦＩのプロセス  ................................................ 14 

第２章 福井市におけるＰＰＰ／ＰＦＩの優先的検討  .......................... 15 

１ 対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法  ........................................ 16 

２ 優先的検討の開始時期  ................................................ 16 

３ 優先的検討の対象事業  ................................................ 16 

（１） 事業の内容  ..................................................... 16 

（２） 事業規模  ....................................................... 16 

（３） 対象事業の例外  ................................................. 17 

４ 適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択  ...................................... 17 

（１）採用手法の選択  .................................................. 17 

（２）検討を省略できる採用手法  ........................................ 17 

５ 簡易な検討  .......................................................... 18 

（１）定量評価  ........................................................ 18 

（２）その他の方法による評価  .......................................... 18 

６ 詳細な検討  .......................................................... 18 

７ 評価結果の公表  ...................................................... 19 

（１）簡易な検討の結果の公表  .......................................... 19 

（２）詳細な検討の結果の公表  .......................................... 19 

 

file://sflc0263/section3/R010/%E6%9D%B1%E4%BA%AC/28R/28R5914010/04_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%80%90%E7%A6%8F%E4%BA%95%E3%80%91/02_MTG%E8%B3%87%E6%96%99%E3%83%BB%E9%80%81%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%99/20161027_MTG_fukui/%E8%B3%87%E6%96%99%E2%97%8F_PPP%E3%83%BBPFI%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E9%87%9D%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89v3.0.doc#_Toc465144350
file://sflc0263/section3/R010/%E6%9D%B1%E4%BA%AC/28R/28R5914010/04_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%80%90%E7%A6%8F%E4%BA%95%E3%80%91/02_MTG%E8%B3%87%E6%96%99%E3%83%BB%E9%80%81%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%99/20161027_MTG_fukui/%E8%B3%87%E6%96%99%E2%97%8F_PPP%E3%83%BBPFI%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E9%87%9D%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89v3.0.doc#_Toc465144379


 
 

８ ＰＰＰ／ＰＦＩの推進・実施体制  ...................................... 20 

（１）ＰＰＰ／ＰＦＩの推進体制  ..................................... 20 

（２）ＰＦＩの実施体制  ............................................. 20 

おわりに  .................................................................. 21 

 

file://sflc0263/section3/R010/%E6%9D%B1%E4%BA%AC/28R/28R5914010/04_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%80%90%E7%A6%8F%E4%BA%95%E3%80%91/02_MTG%E8%B3%87%E6%96%99%E3%83%BB%E9%80%81%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%99/20161027_MTG_fukui/%E8%B3%87%E6%96%99%E2%97%8F_PPP%E3%83%BBPFI%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E9%87%9D%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89v3.0.doc#_Toc465144365


 
 



1 
 

はじめに 

本市は、人口の増加や市街地の拡大に伴い、学校や市営住宅などの公益施設、

並びに道路、上下水道のインフラ施設を整備してきました。現在、これらの公共

施設が更新時期を迎え、多額の費用が見込まれる一方で、人口減少による税収減

や、高齢化の進展に伴う経費の増大により、中長期的に財政が厳しくなることが

懸念されています。  

そうした中、公共施設のコストの縮減を図りながら質の高い市民サービスを提

供するために、平成２７年３月に「福井市施設マネジメント計画」を、また平成

２８年３月には「福井市公共施設等総合管理計画」を策定し、民間活力の導入を

進めていくことを掲げています。  

本市では、平成１７年度から指定管理者制度を導入し、また、下水道施設にお

いては平成１９年から包括的民間委託を導入するなど、これまでも施設運営への

民間活力の導入に取り組んできました。  

しかしながら、今後は、公共施設等の整備等においても、民間の資金やノウハ

ウを活用し、市民サービスの質の向上と効率的な行政運営を進めるため、「福井市

ＰＰＰ／ＰＦＩ導入基本方針」を定め、優先的にＰＰＰ／ＰＦＩの検討及び導入

を実施していきます。  
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１ ＰＰＰとは  

（１）ＰＰＰの定義 

ＰＰＰ（Public Private Partnership：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）は、行

政と民間が多種多様な形で連携して、お互いの強みを活かすことにより、最適な

公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るものです。 
下記図表１は、資産の保有形態や事業運営それぞれの、官民の関与する度合いに

応じて、様々な事業手法を整理したものです。ＰＰＰの代表的な手法としては、

ＰＦＩや指定管理者制度などがあります。  

 

図表 1 ＰＰＰ手法の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：国土交通省総合政策局資料 
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（２）ＰＰＰ手法の種類 

ＰＰＰ手法は、次のように分類されます。  
一つの事業に対して、複数のＰＰＰ手法を組み合わせて採用する場合もあります。 

 

図表 2 ＰＰＰ手法の類型と概要 

ＰＰＰ手法の類型 概要 

ＰＦＩ ・ＰＦＩ法 ①に基づき、公共サービスの提供に際し、民間

資金を活用して民間に施設整備や公共サービスの提供を

委ねる手法。 

 一般的なＰＦＩ ・民間が、公共施設の設計・建設・維持管理・運営などを

一括発注・性能発注 ②・長期契約などにより行う手法。 

 公共施設等運営権制度

(コンセッション方式） 

・民間が、公共施設などの運営権を取得し、長期的・包括

的に運営を行う手法。 

ＰＦＩに準じる手法 ・ＰＦＩ法には基づかないが、民間に施設整備や公共サー

ビスの提供を委ねる点で、ＰＦＩに類似する手法。 

 ＤＢ・ＤＢＯなど ・民間に設計・建設などを一括発注・性能発注する手法(Ｄ

Ｂ)や、民間に設計・建設に加え維持管理・運営などを長

期契約などにより一括発注・性能発注する手法(ＤＢＯ)。 

・ＰＦＩと異なり、公共が資金調達を担うことになる。 

包括的民間委託 ・民間に公共施設の維持管理などを複数年契約などにより

一括発注・性能発注する手法。 

指定管理者制度 ・地方自治法に基づき、管理者に指定した民間に公の施設

の維持管理・運営などを実施させる手法。 

・指定管理者は公の施設の利用料金を自らの収入とする事

が可能。 

民設公営 ・民間が施設の設計・建設などを行い、公共が維持管理・

運営などを行う手法（民間から公共に譲渡する方式や賃

貸する方式など）。 

民設民営（ＰＦＩを除く） ・民間が施設の建設・維持管理・運営を実施する手法。 

第三セクター ・民間と公共の共同出資による事業体(株式会社)。公益的

な役割を担うとともに、リスクを分担して収益事業的な

公共サービスの提供を行う。 

公的不動産の有効活用 ・公有地や公有施設を有償又は無償で民間に貸与などし、

民間が公有地や公有施設を活用して事業運営やサービス

の提供を行うもの。 

民間提案制度 ・事業発案段階で既存の公共サービスに対して民間から提

案を受けることにより、民間の参入を促進するもの。 

                                                   
①  ＰＦＩ法は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」の略

称であり、平成１１年７月に制定されたわが国においてＰＦＩを実施する上で基本となる

法律。ＰＦＩの理念、手続、財政上の支援措置、規制緩和の促進等を定めている。  
②性能発注とは、公共側が、施設の実施設計をして公募を行う仕様発注ではなく、施設の

基本的な性能要件を提示し、民間側は提示された性能を満たすような設計を行い建設する

という方法。民間側にとっては、創意工夫を活かすことができる一方、入札コストは多額

になる場合がある。  



4 
 

 ＰＰＰの手法は、設計や業務など各業務ごとの官民の関わり方により、次のよう

に分類されます。 

図表 3 ＰＰＰ手法別の官民の業務分担 

業務 設計 建設 維持管理 運営 

（参考） 

従来手法 

発注主体 公設 公営 

契約形態 設計会社に委託 建設会社に委託 直営又は委託 直営又は委託 

ＰＦＩ 
民設 民営 

ＰＦＩ事業者が事業契約に基づき包括的に実施 

コンセッション ― 

民営 

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 が 公 共 施 設 等 運 営 権  

実 施 契 約 に 基 づ き 包 括 的 に 実 施 

ＤＢ 

公設 

― 
民間事業者に包括的に一括発注 

ＤＢＯ 
公設 公営 

民間事業者に包括的に一括発注 

包括的民間委託 ― 
公営 

民間事業者に一括発注 

指定管理者 ― 
公営 

指定管理者（民間事業者）に指定  

民設公営 
民設 公営 

民間事業者が設計・建設業務 直営又は委託 直営又は委託 

民設民営 
民設 民営 

民間事業者が設計・建設・維持管理・運営業務を実施（ＰＦＩを除く） 

※各手法の上段は各業務の発注者、下段は実施方法を示しています。 
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（３）ＰＰＰの効果 

 ＰＰＰ手法を活用することにより、次の効果が期待されます。  

① 公共サービス水準の向上 

・サービス水準や市民満足度の向上  
・事業や施設の付加価値による、市民や施設利用者に対する魅力の向上  
・公有地の民間活用による、新たなサービスの提供  

② 財政負担の軽減 

・事業コストの削減  
・事業や施設の付加価値の創出等による収入の増加  

③ 地域経済の活性化 

・公共サービスを民間に開放し、新たな事業機会を創出することによる、地域

経済の活性化 

 

２ ＰＦＩとは  

（１）ＰＦＩの定義 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative：ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾌｧｲﾅﾝｽ ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）は、平成  
１１年７月に成立したＰＦＩ法に基づき実施するものであり、公共施設等の設

計・建設・維持管理・運営等を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し

て実施し、市民サービスの向上やトータルコストの削減を図る事業手法です。  
なお、平成２３年６月の法改正により、新たに公共施設等運営権制度（コンセッ

ション方式）が導入されました。  

 
図表 4 ＰＦＩ手法の推進に関する国の動向 

・平成11年7月 「ＰＦＩ法」（平成11年7月30日法律第１５１号）の成立（同年

9月施行） 

         「ＰＦＩ法施行令」（平成11年9月22日政令第２７９号）の公

布、施行 

・平成12年3月 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の

実施に関する基本方針」（平成12年3月13日総理府告示第11号。

以下「総理府基本方針」という。）の告示 

・平成13年1月 「ＰＦＩ事業の実施手続プロセスに関するガイドライン」及び

「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」の

公表 

・平成13年12月 ＰＦＩ事業における行政財産の貸付を行うことができるよう

になる（ＰＦＩ法の一部改正）。 
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・平成15年6月      地方自治法が改正され、指定管理者制度が導入される（同年9

月施行）。 

・平成17年8月   ＰＦＩ事業における行政財産の貸付の範囲が拡大される（Ｐ

ＦＩ法の一部改正）。 

・平成23年6月   対象事業が拡大し、民間事業者による提案制度と公共施設等

運営権が導入される（ＰＦＩ法の一部改正）。 

・平成25年6月   官民連携インフラファンドが創設される（ＰＦＩ法の一部改

正）。 

・平成27年9月   コンセッション事業において公務員を退職派遣できるように

なる（ＰＦＩ法の一部改正）。 

・平成27年12月  「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指

針」が定められ、人口２０万人以上の地方自治体に対して「Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程」についての策定が要請

される（内閣府）。 

  

（２）ＰＦＩの基本理念 

① 民間資金の活用による公共サービスの調達 

   ＰＦＩでは、民間事業者が自己資金により整備した公共サービスの提供に対

して、行政が対価を支払うことにより公共サービスを調達します。  
民間事業者が従来のような公共サービスの「請負業者」から、施設の設計・

建設・維持管理・運営に至るまでの「企画会社」として、公共サービスの提供

の全工程に関与することになります。  

図表 5 ＰＦＩと従来手法のスキーム比較 

民間事業者公共主体

設計

企画
・

計画

従来手法 PFI

住民 住民

発注

発注

発注

建設

維持
管理

民間事業者公共主体

発注

サービス
提供

資金調達

サービス
提供

設計

建設

資金調達

維持
管理運営

ＰＦＩ業務

設計

建設

維持
管理

運営

企画・計画
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② ＶＦＭの達成 

     ＶＦＭ（Value For Money：ﾊﾞﾘｭｰﾌｫｰ ﾏﾈｰ）とは、ＰＦＩにおける最も重要

な概念であり、「一定の支払いに対しより高い価値 (サービスの質・量 )を提供す

る」や、「住民のために財政資金を最大限有効活用する」という考え方です。  
     公共サービスの提供をＰＦＩで行うかどうかは、従来手法で行った場合との  

コスト比較、サービスの質の比較で判断されます。  
     すなわち、次のいずれかが、達成できることを測定し、ＰＦＩによる事業の

実施を決定することになります。  
・サービス水準が一定であれば、行政の負担するコストが低減する。 

・コストが従来と同等であれば、サービス水準が向上する。 

     具体的なＶＦＭの算定では、ＰＦＩによる施設建設及び運営・維持管理に要

する経費である施設の生涯総費用（ＬＣＣ ③）と、従来の公共事業による公共

部門のすべてのコスト（ＰＳＣ ④）との比較を行い、判断することになります。  
   下記図表６は、ＶＦＭが発生する場合を想定したものです。従来方式と比較

すると、リスク ⑤ 管理費は官民のリスク分担による減額を、建設費や運営費等

は、一括発注による減額を見込んでおります。一方で、支払利息は、起債と民

間借入の金利の差による増額を、さらに民間事業者の利益や配当金分の増額を

見込んでおります。  
図表 6 ＶＦＭの概要 

 

                                                   
③ＬＣＣ（Life Cycle Cost：ﾗｲﾌ ｻｲｸﾙ ｺｽﾄ）とは、ＰＦＩによる施設の整備を含む生涯総

費用のことで、施設建設費、企画・設計費、維持管理費、修繕費、運営費、解体・撤去費、

支払利息、税金などがある。 
④ＰＳＣ（Public Sector Comparator：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｾｸﾀｰ ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀｰ）とは、設計・施設建設費

に、運営費や維持管理費用を加えた公共部門におけるコストを指す。 
⑤リスクとは、ＰＦＩにおける事業の執行過程において生じる可能性のあるすべての不確

実要素のこと。 

ＰＦＩ手法による事業では、例えば事故、需要の変動、物価や金利の変動、測量・調査

等のミスによる計画・仕様の変更、工事遅延による工事費の増大、事業開始の遅れ、関係

法令や税制の変更などのリスクが想定される。 



8 
 

③ リスク分担 

    ＰＦＩによる公共サービスの提供においては、当初予期できない事態により

損失が発生する恐れがあるため、これらの損失の発生を回避するための方策を、

官民双方で適切に分担することが必要になります。  
      そのため、リスクについては、リスクの所在を明確化し、個々のリスクを最

も効率的・効果的に管理できる主体が責任をもって負担する「最適なリスク分

担」が必要となります。  

（３）ＰＦＩの原則 

ＰＦＩの目的を実現するため、以下の原則及び主義に基づいてＰＦＩ事業者を

選定し、事業を実施する必要があります。 

① ５つの原則 

■公共性原則 公共性のある事業であること。 

■民間経営資源活用原則 民間の資金、経営能力および技術的能力を活用すること。 

■効率性原則 民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、

効率的かつ効果的に実施すること。 

■公平性原則 特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担

保されること。 

■透明性原則 特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が

確保されること。 

② ３つの主義 

■客観主義 各段階での評価決定について客観性があること。 

■契約主義 公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明

文化することにより、当事者の役割及び責任分担等の契約内容

を明確にすること。 

■独立主義 事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経

理上の独立性が確保されること。 

（４）ＰＦＩ法による対象施設 

ＰＦＩ法では、次の施設をＰＦＩによる選定事業として定めています。 

 公共施設 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水

道等 

 公用施設 庁舎、宿舎等 

 公益的施設等 賃貸住宅、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉

施設、更生保護施設、駐車場、地下街等 

 その他の施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、

観光施設、研究施設、船舶、航空機等の輸送施設、人工衛星 
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３ ＰＦＩの特徴 

（１）従来手法との違い 

 従来手法とＰＦＩの違いは次のとおりです。  

図表 7 従来手法とＰＦＩの違い  
項目 従来手法 ＰＦＩ 

発注方法 ＜仕様発注＞ 

構造、材料などに関する詳細な仕

様書を公共側が作成し、民間に 

発注 

＜性能発注＞ 

公共は事業の性能（質や水準） 

のみを指定し、民間は提示された

性能を満たす事業を実施 

＜分離分割発注＞ 

設計・建設・維持管理・運営を分

割して発注 

＜一括発注＞ 

設計・建設・維持管理・運営を 

ＰＦＩ事業者に一括して発注 

実施方法 施設の設計・建設・維持管理・運

営を個別に公共が実施、又は民間

事業者に委託 

施設の設計・建設・維持管理・運

営をＰＦＩ事業者が一括して長

期にわたり実施 

官民のリ

スク分担 

リスクが生じた時に、その都度協

議して決定するが、基本的に公共

側がリスクを負う。 

契約時にリスクを明確化して、公

共と民間の双方で分担する。 

事業者 

選定方法 

原則、価格による入札 価格や事業の提案内容を加味し、

総合的に評価する。 

資金調達 市債、補助金など、公共が資金を

調達する。 

ＰＦＩ事業者がプロジェクトフ

ァイナンス ⑥ による資金調達（公

的補助を活用・併用する場合もあ

り）を行う。 

財政負担

の比較 

建設時のコストが集中する。 施設の設計から運営までのライ

フサイクルコストの平準化・最適

化が図られる。 

図表 8 財政負担の比較  

                                                   
⑥プロジェクトファイナンスとは、特定のプロジェクトに対するファイナンスであって、

そのファイナンスの利払い及び返済の原資を原則として当該プロジェクトから生み出さ

れるキャッシュフローに限定し、そのファイナンスの担保を当該プロジェクトの資産に依

存して行う金融手法  
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③各契約  
②事業契約  

（２）ＰＦＩ事業における契約構造 

 従来の手法における基本的な契約構造は、公共団体が各事業契約を民間事業者

と締結し、公共団体が直接、利用者に公共サービスを提供します。一方、ＰＦＩ

事業では、公共団体がＰＦＩ事業者（ＳＰＣ）と事業契約を締結し、個別の業務

に係る契約は、ＰＦＩ事業者と各業務を実施する民間事業者の間で締結します。  

 
図表 9 従来手法とＰＦＩの事業契約構造  

ＰＦＩ  

金融機関  保険会社 

     

 

 
 

従来手法  

 

④直接協定※４  

※３  

民間会社  

 
設計  
 
建設  
 
維持管理  
 
運営  

ＰＦＩ事業者 

（ＳＰＣ ） 

利用者 

※１  

公共団体 

②公共サービス  
提供  

利用者 

民間会社  

設計  
建設  
維持管理  
運営  

①各契約  

⑤公共サービス提供  

③融資  
契約  

③保険  
契約  

①アドバイザリー契約  

アドバイザー※２  
（金融・法務・技術）  

公共団体 

※1 ＳＰＣ（Special Purpose Company：ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾊﾟｰﾊﾟｽ ｶﾝﾊﾟﾆｰ）  
ＰＦＩ事業において、当該特定の事業を実施するために設立される会社  

※2 アドバイザー  
ＰＦＩ事業において金融、法務等の専門知識のアドバイスをする専門家  

※3 事業契約 

   ＰＦＩ事業において、地方公共団体が民間事業者に事業権を付与する契約  
※4 直接協定（Direct Agreement：ﾀﾞｲﾚｸﾄ ｱｸﾞﾘｰﾒﾝﾄ）  

事業が困難となった場合に、資金を供給している金融機関がその修復を目的に、事
業に介入する権利等について定める協定  
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（３）ＰＦＩ事業形態 

ＰＦＩ法による事業形態としては、ＰＦＩ事業への公共の関与のあり方に着目し

て、主に次の３つの形態に区分できます。  

① サービス購入型 

   ＰＦＩ事業者が公共施設等の設計・建設・維持管理・運営を行い、行政はそ

のサービスの購入主体となる形態です。ＰＦＩ事業者は、主として行政からの

支払により事業コストを回収します。  

 

 

② 独立採算型 

   行政からの事業許可等に基づき、ＰＦＩ事業者が公共施設等の設計・建設・

維持管理・運営を行う形態です。ＰＦＩ事業者は、利用料金等の利用者からの

収入によって事業コストを回収します。  
 

 

 

 

 

③ ジョイント・ベンチャー型（ＪＶ型） 

   行政とＰＦＩ事業者の両者の資金を用いて、ＰＦＩ事業者主導で、公共施設

等の設計・建設・維持管理・運営を行う形態です。ＰＦＩ事業者は、公的支援

と利用者から徴収する利用料金によって、事業コストを回収します。  

 

 

 

事例  ：文化・スポーツ等施設（東京都）、小・中学校（四日市市）、  

    学校給食センター（八雲村）  

事例  ：港湾コンテナターミナル施設（北九州市）、駐車場（鯖江市）  

事例  ：地域交流施設（指宿市）、下水道事業（横浜市）  

 利用者    料金支払 サービス提供 

 
許認可等 

サービス提供 

 料金支払 

料金支払

  料金支払 

サービス提供 

公共団体 ＰＦＩ事業者 

  公共団体 ＰＦＩ事業者 利用者 

利用者   公共団体 ＰＦＩ事業者 
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（４）ＰＦＩ事業方式 

ＰＦＩ法による事業方式には、事業の実施過程における行政と民間との関係にお

いて分類すると、主に次のようなものがあります。実際の事業の実施にあたって

は、前述の事業形態ごとに適切な事業方式を選択することで、効果的で効率的な

サービスを提供することができます。  

 

① 建設-譲渡-運営方式 （ＢＴＯ：Build Transfer Operate） 

   ＰＦＩ事業者が施設を建設（Build）した後、施設の所有権を行政に移転

（Transfer）したうえで、ＰＦＩ事業者が施設の維持管理・運営（Operate）
を行う方式  

② 建設-運営-譲渡方式 （ＢＯＴ：Build Operate Transfer） 

   ＰＦＩ事業者が施設を建設（Build）し、契約期間にわたり施設の維持管理、

運営（Operate）を行い、資金回収した後、行政にその施設の所有権を移転

（Transfer）する方式  

③ 建設-所有-運営方式 （ＢＯＯ：Build Own Operate） 

   ＰＦＩ事業者が施設を建設（Build）し、そのまま保有（Own）し続け、施

設の維持管理、運営（Operate）を行う方式  
   ＢＯＴと異なる点は、事業終了段階で施設の所有権移転を行わず、ＰＦＩ事

業者が保有し続けるか、撤去をする点  

④ 改修-運営方式 （ＲＯ：Rehabilitate Operate） 

   所 有 権 は 公 共 が 持 っ た ま ま で 、 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 が 施 設 を 改 修 、 補 修

（Rehabilitate）し、その施設の維持管理・運営（Operate）を行う方式  

⑤ 建設-譲渡方式 （ＢＴ：Build Transfer） 

   ＰＦＩ事業 者が施設を建設（ Build）し、施設の所有権を行政に移転

（Transfer）する方式  
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図表 10 ＰＦＩ事業方式一覧 

種 類 資金調達 設計・建設 維持管理・運営 
契約期間中の 

施設の所有 

事業終了後の 

施設の所有 

ＢＴＯ ＰＦＩ事業者  ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ事業者 公共団体  公共団体  

ＢＯＴ ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ事業者 公共団体  

ＢＯＯ ＰＦＩ事業者  ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ事業者 
ＰＦＩ事業者 

又は撤去 

Ｒ Ｏ ＰＦＩ事業者  ＰＦＩ事業者（改修） ＰＦＩ事業者 公共団体  公共団体  

Ｂ Ｔ ＰＦＩ事業者  ＰＦＩ事業者 公共団体  公共団体  公共団体  

  その他、建設-所有-売却方式（ＢＯＳ ⑦）、建設-リース-譲渡方式（ＢＬＴ ⑧）

などもあります。 

 

図表 11 事業形態と事業方式の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
⑦ＢＯＳ [(Build Own Sell) 建設-所有-売却]とは、ＰＦＩ事業者が事業の資金調達を行

い、施設を建設し、公共団体へ施設を売却して、その売却益を償還原資金とする事業手法。

ＰＦＩ事業者は施設売却後、公共団体とリース契約を結んで、施設貸与を受けることにな

る。  
⑧ＢＬＴ [(Build Lease Transfer )建設-リース-譲渡]とは、ＰＦＩ事業者が施設を建設

後、その施設を公共団体がリースする事業手法。ＰＦＩ事業者は、公共団体からリース代

金を受け取り、投下資金を回収した後に所有権を公共団体に引き渡すことになる。  

【事業形態】 

①サービス購入型 

②独立採算型 

③ジョイント・ 

ベンチャー型 

【事業方式】 

①ＢＴＯ 

②ＢＯＴ 

③ＢＯＯ 

④Ｒ Ｏ 

⑤Ｂ Ｔ 

⑥その他 

× ＝ 
 公
共
サ
ー
ビ
ス 
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（５）ＰＦＩのプロセス  

 ＰＦＩの実施にあたっての全体プロセスは、次のような流れとなります。 

図表 12 ＰＦＩ検討・実施の流れ 

①     ②       ③       ④       ⑤        ⑥        ⑦        ⑧ 

 

 

 

 

 

① 事業の発案 

事業所管課による発案のほか、民間事業者からの提案が可能です。 

② 事業手法の検討・公表 

   次章に示す優先的検討の流れに基づき、ＰＦＩの対象事業と事業手法を決

定します。  

③ 実施方針の策定・公表 

  民間事業者とのリスク分担、施設の立地条件や規模等を定めた実施方針を策

定し、公表します。 

④ 特定事業の選定・公表 

  民間事業者を対象に説明会を開催して、事業可能性を検討した結果を踏まえ、

特定事業を選定し、その結果を公表します。 

⑤ 民間事業者の募集・選定・公表 

  総合評価一般競争入札を原則として、民間事業者の募集及び選定を行い、選

定後、評価結果を公表します。 

⑥ 協定等の締結等 

  市民サービスの水準の維持、リスク分担等について、可能な限り具体的に規

定した上で、市とＰＦＩ事業者との間で事業契約を締結します。 

⑦ 事業の実施、監視等 

  設計・建設段階における実施状況の確認のほか、事業の実施状況報告、財務

状況報告の提出等により、事業のモニタリングを行います。 

⑧ 事業の終了 

   事業終了時においては、契約内容に基づき必要な措置を行います。  

実
施
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本章では、本市において、従来の整備手法に優先してＰＰＰ／ＰＦＩの導入可

能性を検討するための流れについて定めます。 

なお、施設運営については、指定管理者制度や包括的民間委託など、個別に手

法を検討していきます。  

 
図表 13 福井市におけるＰＰＰ／ＰＦＩの優先的検討の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 福井市におけるＰＰＰ／ＰＦＩの優先的検討  

①ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の優先的検討開始  

②対象事業  

施設の新設又は改修を伴うものか  

 
い
い
え 

は
い 

指定管理者制度や包括的民間委託
など、個別に手法を検討 

設計・建設・運営等を一括委託するか  

 
は
い 

建設に民間資金を活用するものか  

い
い
え 

ＢＴ  

  
は
い 

い
い
え 

ＢＴＯ・ＢＯＴ・ＢＯＯ・ＲＯ  ＤＢＯ  

③適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択開始  

④適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択決定  

⑤簡易な検討  

⑥詳細な検討  

⑦ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入決定  

対象  対象外  
検討対象外  

左記以外  

⑤、⑥を省略  

できる場合  

（第２章４（２））  

有利  
不利  

不利  有利  

不採用  

評価結果公表  

不採用  

評価結果公表  

＜第２章２＞  

施設整備･･･基本構想・計画を策定する時点  

運   営･･･運営等の見直しを行う時点   等  

＜第２章３（１）・（２）＞  

（事業内容）  

・建築物又はプラントの整備等に関する事業   

・利用料金の徴収を行う公共施設整備事業  

（事業規模）  

施設整備･･･施設建設費が１０億円以上  

運   営･･･単年度事業費が１億円以上  

※上記の金額未満であっても導入可能  

＜第２章５＞  

国の手引に基づき、整備費や運営費等を積算し、

従来型手法と比較して適否を評価  

＜第２章７＞  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で「導入しない理由」「評価内容」を公表  

＜第２章６＞  

コンサル委託等により、詳細な比較を行い、適否

を評価  

参考：内閣府「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引」
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１ 対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法  

 優先的検討の対象とする手法は、次のとおりです。  

① 公共施設等の運営等 

   公共施設等運営権方式、指定管理者制度、包括的民間委託、Ｏ方式 ⑨  

② 公共施設等の設計・建設・運営等 

   ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式、ＤＢＯ方式、ＲＯ方式  

③ 公共施設等の設計・建設 

   ＢＴ方式、民間建設借上方式 等  

 
２ 優先的検討の開始時期  

 優先的検討の開始時期は、次のとおりです。  

① 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する 

場合 

② 公共施設等の運営等の見直しを行う場合 

③ その他、公共施設等の整備等の方針を検討する場合 

 
３ 優先的検討の対象事業  

本市における市民サービスの提供において、次の項目に該当するものは、ＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの導入を必ず検討します。  

（１） 事業の内容 

 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能

力を活用する効果が認められる公共施設整備事業  

① 建築物又はプラントの整備等に関する事業  

② 利用料金の徴収を行う事業 

（２） 事業規模 

次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業  

① 施設建設費が１０億円以上の事業 

② 単年度の運営・維持管理費が１億円以上の事業 

③ その他、①、②で定める金額未満であっても、民間活力の導入により市民  

サービスの向上や財政的効果が期待できる事業 

                                                   
⑨  Ｏ方式とは、「Operate」方式の略で、選定事業者は、施設の設計・建設や保有は行わ

ず、施設の維持管理及び運営のみを事業期間終了時まで行う事業方式   
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（３） 対象事業の例外 

 次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除きます。 

① 既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が決定している事業 

② 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５ 

１号）に基づく市場化テストの導入が前提とされている事業  

③ 民間事業者が実施することが法的に制限されている事業  

④ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある事業 

 

４ 適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択  

（１）採用手法の選択 

 優先的検討の対象となる事業について、本章第５項の簡易な検討及び第６項の詳

細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、最も適切なＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ手法（以下「採用手法」という。）を選択します。 

この場合において、一つの手法を選択することが困難であるときは、複数の手法

を選択します。  

（２）検討を省略できる採用手法  

採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれの定めるところにより、

当該採用手法の導入を決定することができます。  

① 指定管理者制度   

    簡易な検討及び詳細な検討の省略  

② 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型

的なものに該当する場合におけるＢＴＯ方式   

    簡易な検討を省略し、詳細な検討を実施  

③ 民間事業者からＰＰＰ／ＰＦＩに関する提案がある場合であって、従来型手

法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客

観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合  

    簡易な検討を省略し、詳細な検討を実施  
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５ 簡易な検討 

（１）定量評価 

 従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用

等の総額（以下「費用総額」という。）を比較し、採用手法の導入の適否を評価し

ます。  
 複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、

同様の比較を行います。  

① 公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用  

② 公共施設等の運営等の費用 

③ 民間事業者の適正な利益及び配当  

④ 調査に要する費用 

⑤ 資金調達に要する費用  

⑥ 利用料金収入 

（２）その他の方法による評価 

定量評価のほか、次に掲げる定性的な事項を調査し、採用手法の導入の適否を

評価します。 

① ＰＰＰ／ＰＦＩの市場動向  

② 民間事業者による創意工夫の発揮余地 

③ 補助金等の活用の可否 

④ スケジュール 

 
６ 詳細な検討  

 簡易な検討において採用手法の導入に適していると評価された公共施設整備事

業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、

リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、採用手法の導入

の適否を評価します。  
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７ 評価結果の公表 

（１）簡易な検討の結果の公表 

① 定量評価の結果の公表 

   定量評価の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評価した場合には、

次に掲げる事項をそれぞれの定める時期にインターネット上で公表します。  

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事 

業の予定価格の推測につながらない事項    
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期  

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易評価調書の内容    
入札手続の終了後等適切な時期  

② その他の方法による評価の結果の公表 

    その他の方法による評価の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評

価した場合には、次に掲げる事項をそれぞれの定める時期にインターネット上

で公表します。  

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内 

容（当該公共施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。）  
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期  

・客観的な評価結果の内容（当該公共施設整備事業の予定価格の推測につな 

がるものに限る。）    
入札手続の終了後等適切な時期  

（２）詳細な検討の結果の公表 

  詳細な検討の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評価した場合に

は、次に掲げる事項をそれぞれの定める時期にインターネット上で公表します。 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業 

の予定価格の推測につながらない事項    
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期  

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易評価調書の内容（詳細な検討の結果を踏まえて更新 

した場合は当該更新した後のもの）    
入札手続の終了後等適切な時期  
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８ ＰＰＰ／ＰＦＩの推進・実施体制 

（１）ＰＰＰ／ＰＦＩの推進体制 

 ＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討若しくは実施にあたっては、その事業所管課が主体と

なりますが、円滑に進められるような推進体制を整備します。本市におけるＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの適正かつ円滑、継続的な運用を図るため、事業所管課と関係課の役

割分担を明確にして、サポート体制を構築します。  

（２）ＰＦＩの実施体制  

ＰＦＩの検討にあたっては、財務、法務、技術面等の多方面にわたる専門的知

識やノウハウが必要とされることから、あらゆる方面からの検討を行うため、以

下の通り、庁内横断的な検討組織や外部組織を設置します。また、ＤＢＯのよう

に、ＰＦＩ法には基づかないもののＰＦＩに準じる手法についても、同様の体制

で実施していきます。  
なお、指定管理者制度や包括的民間委託など、その他の手法については、本市

が定める指定管理者制度運用ガイドラインなどを踏まえて個別に実施していきま

す。  

① ＰＦＩ検討委員会 

   事業所管課によるＰＦＩの簡易な検討及び詳細な検討の検証を行い、ＰＦＩ

手法の導入の適否を判断するため、庁内横断的な組織として「ＰＦＩ検討委員

会」を設置します。検討委員会の委員は、関係課の長で構成します。  

② ＰＦＩ選定委員会 

    ＰＦＩにおける事業者選定にあたり、公平性、透明性、専門性を確保するた

め、外部組織として「ＰＦＩ選定委員会」を設置します。選定委員会の委員は、

事業案件ごとに、関係部長と学識経験者で構成します。  

③ アドバイザー 

   事業所管課は、実施方針の策定等の業務を行うにあたり、必要に応じてＰＦ

Ｉ事業において求められる財務、法務等の専門知識について助言するアドバイ

ザーを活用します。  
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おわりに 

ＰＰＰ／ＰＦＩについては、多種多様な手法が考えられることから、今後、国

や他の地方公共団体の状況や制度改正等を踏まえて、必要に応じて本基本方針を

見直していくこととします。 

また、ＰＦＩ等による公共サービスの実施のための詳細な手続き等については、

別途定めることとし、必要に応じて更新していくこととします。 
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